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審議結果の報告 （河川及びダム事業の再評価実施要領細目 第６ 抜粋） 

 実施要領第４の１(4)又は第６の６の規定に基づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報告する
ものとする。
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大井川水系流域委員会での事業評価の審議について
 （大井川水系流域委員会 規約第２条第３項） 

流域委員会は河川整備計画に基づく事業の計画段階評価及び再評価

の対応方針（原案）、事後評価の対応方針（案）について審議を行う。  

再評価の視点（国土交通省管公共事業の再評価実施要領 第５の３ 抜粋） 

１）事業の必要性等に関する視点
(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化
(2)事業の投資効果
(3)事業の進捗状況

  ２）事業の進捗の見込みの視点
３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

大井川水系流域委員会 規約（抜粋）
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